
　④ソフィア横浜居宅介護支援センター
　⑤グループホーム　ソフィアいずみ
　⑥グループホーム　ソフィアとつか
　⑦中央林間クリニック
　⑧ソフィア保育園

・療養室　個室１２室　４人部屋２２室

その他 1以上

（５）入所定員等
・定員１００名（うち認知症専門棟４６名）

25以上
支援相談員 1以上
作業療法士 1以上

医師 1（人）以上
薬剤師 1以上
看護師 10以上

管理栄養士 1以上
調理員 給食委託業者
事務員 1以上

理学療法士 1以上
言語聴覚士 1以上
介護支援専門員 1以上

　重要事項説明書（長期入所）

（２０２４年４月１日現在）
１．法人、施設の概要

（１）法人の名称等
　　・法人名 　医療法人社団ピーエムエー

（２）施設の名称等　　　介護老人保健施設
　　・施設名　　　　　　ソフィア横浜
　　・開設年月日　　　　１９９７年３月１４日
　　・所在地　　　　　　横浜市戸塚区東俣野町９１１
　　・電話番号　　　　　０４５－８５４－２２３３
　　・ファックス番号　　０４５－８５４－２２０５

　　・理事長名 　玉城　嘉和
　　・法人運営施設等 　①介護老人保健施設ソフィア横浜

　②介護老人保健施設ソフィア都筑
　③ソフィア横浜クリニック

 介護予防通所リハビリテーション

（３）介護老人保健施設の目的と運営方針

介護老人保健施設は、看護、医学的管理の下での介護や機能訓練、その他必要な医療と日常
生活上のお世話などの介護保健施設サービスを提供することで、入所者の能力に応じた日常
生活を営むことができるようにし、一日でも早く家庭での生活に戻ることが出来るように支
援すること、また利用者の方が居宅での生活を一日でも長く継続できるよう、短期入所療養
介護や通所リハビリテーションといったサービスを提供し、在宅ケアを支援することを目的
とした施設です。

（４）施設の勤務体制

介護老人保健施設サービス

　　・管理者名　　　　　玉城　貴啓
　　・介護保険指定番号　介護老人保健施設（１４５１０８０００１号）
　　・業務内容 　　　　施設サービス：長期施設入所

　　　　在宅サービス：短期入所療養介護、通所リハビリテーション
 介護予防短期入所療養介護

介護士



④医学的管理・看護

７．非常災害対策
・防災設備　　　スプリンクラー、消火器、消火栓
・防災訓練　　　年２回

８．禁止事項

・所持品、備品などの持ち込みは、あらかじめ届けをして許可を受けてください。
 （貴重品、危険物、ペット等の持ち込みはご遠慮ください）

当施設では、多くの方に安心して療養生活を送っていただくために、
利用者の「営利行為、宗教の勧誘、特定の政治活動」は禁止します。

５．当施設利用に当たっての留意事項

・外出、外泊はその都度外出（泊）先、用件、帰着予定日時などを各フロアの サー
ビスステーションに申し出ください。

・その他、ご不明な点はご遠慮なくお問い合わせください。

６．施設外での受診（院外受診）

当施設では、下記の医療機関や歯科診療所にご協力いただき、利用者の状態が急変し
た場合等には、速やかに対応をお願いするようにしています。

当施設において、定期的に実施される検討会議により、当施設の利用が適切であるかどうか、
また居宅又は他の介護保険施設等での生活が適切であるかどうか等を各専門職間で検討し、結
果を利用者とその家族に連絡いたします。

・面会は午前９時から午後５時までです。各サービスステーションで面会票　にご記入くださ
い。

入所中は投薬を含め医療管理は、当施設の医師が判断させていただきます。
原則的に、入所中は他の病院への受診はできません。（外泊、外出中も同様）
但し診療科目により受診可能となる場合もありますので、希望される方は必ず
申し出ください。
その際には必ず当施設医からの依頼書が必要となります。
また病院に入院された場合、当施設は退所となりますが、病状が安定し、再入所が可能な状態
となった際には、優先的に入所が出来るよう配慮致します。

⑧相談援助サービス
⑨レクリエーション
⑩理美容サービス
⑪行政手続代行
⑫その他

※これらのサービスの中には、利用者の方から基本料金とは別に利用料金を頂
くものもありますので、具体的にご相談ください。

③入浴（一般浴槽の他、入浴に介助を要する利用者には特別浴槽で対応します。入所利用者
は、週に最低２回ご利用いただきます。ただし、利用者の身体の状態に応じて清拭となる場合
があります。）

　　　・名称　　　つじ歯科医院
　　　・住所　　　横浜市戸塚区東俣野町１０２４－４

◇事故発生時の連絡先、対応方法
サービス提供にあたり、事故・体調の急変などが生じた場合、事前の打ち合わせに基づき、家
族（同意書に記入いただいた連絡先）、救急機関などに連絡いたします。

４．検討会議

３．協力医療機関

・協力医療機関
　　　・名称　　　独立行政法人国立病院機構横浜医療センター
　　　・住所　　　横浜市戸塚区原宿３－６０－２
・協力歯科医療機関

２．サービス内容
①施設サービス計画の立案
②食事（食事は原則として食堂でおとりいただきます。)
　　朝食　　　　８時００分～９時００分
　　昼食　　　１２時００分～１３時００分
　　夕食　　　１８時００分～１９時００分

（原則として上記時間、場所は食堂にておとりいただきますが、体調やその他ご希望に
より、変更も可能ですので、お申し付けください。）

⑤介護（退所時の支援も行ないます。）
⑥機能訓練（リハビリ実施計画書に基づき行います。）
⑦栄養管理、栄養ケア・マネジメント等の栄養状態の管理



当施設では、従業者の資質向上の為に、計画的に職員研修の機会を確保します。

１１．見守り対策について

１２.　当施設における高齢者虐待防止について

（１）当施設職員が、当施設において高齢者虐待を受けた高齢者を発見した場合。

※被虐待者本人による市町村への届出も可能です。

９．従業者の研修

１０．秘密の保持及び個人情報の保護

　　・横浜市健康福祉局　高齢健康福祉部　高齢施設課

当施設とその職員は、業務上知り得た利用者又は同意者若しくはその家族等に関する秘密を、
正当な理由無く第三者に漏らしません（退職した職員も同様）。但し次の各号についての情報
提供については、当施設は利用者及び同意者から、予め同意を得た上で行うこととします。
①介護保険サービスの利用のための市町村、居宅介護支援事業者その他の介護保険事業者等へ
の情報提供、横浜市が派遣する介護相談員の活動に必要な場合、あるいは、適切な在宅療養の
ための医療機関等への療養情報の提供。
②介護保険サービスの質の向上のための学会、研究会等での事例研究発表等。なお、この場
合、利用者個人を特定できないように仮名等を使用することを厳守します。
上記事項はサービス利用終了後も同様の取り扱いとします。

当施設では、ご利用者様の安全と事故予防、事故発生時の早期発見を目的とした見守り対策に
関するカメラ・体動センサーを使用するシステム（以下、「見守りシステム」という）の使用
を行います。
使用については下記の内容で運用を行います。
記
見守りシステム使用について、当施設では、人員配置の関係上、無人となる場所が発生しま
す。その際に、ご利用者様の安全と事故予防、事故発生時の早期発見を目的とした見守りシス
テムの活用を行います。
（1）カメラの使用について
【カメラの使用目的】
ご入居者様の安全と事故予防、事故発生時の早期発見を目的としたカメラでのモニターを行い
ます。
【カメラ及びモニターの使用方法】
①設置場所 ナースコールの操作が難しく、当施設が必要と判断した利用者様
②確認方法 サービスステーション内モニターと職員携行端末にて確認
③使用時間 24時間
【データの管理方法】
画像は、主として職員の不在となる時間にモニターとして使用する事が目的であることから、
録画した画像の記録については順次、上書きされることを前提としております。
【画像の利用制限】
①画像の利用は、安全上の使用目的の範囲で行います。
②画像から知り得た情報の使用等については、個人情報保護規定に準じます。
【ベッド体動センサーの使用目的】
ご利用者様の安全と事故予防、事故発生時の早期発見を目的としたベッド体動センサーでの察
知を行います。
【ベッド体動センサーの使用方法】
①設置場所 ナースコールの操作が難しく、当施設が必要と判断した利用者様
②通知方法 ナースコール連動にて職員携行端末へ通知

当施設において、下記の状態等で高齢者虐待が発見された場合には、速やかに
市町村の連絡先へ通報致します。

（２）（１）以外の場合において、高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発見し、高齢者の生
命又は身体に重大な危険が生じている場合。

　　　　ＴＥＬ：０４５－６７１－３９２３



＜他機関への苦情等申し出先＞

　　・かながわ福祉サービス運営適正化委員会
　　　　ＴＥＬ：０４５－３１７－２２００

　　・神奈川県国民健康保険団体連合会
　　　　ＴＥＬ：０４５－３２９－３４００

以上の手段等により、寄せられた要望の内容を傾聴し、苦情相談の責任者である施設長、看護
師長、介護主任に報告し、円滑かつ迅速に対応いたします。また苦情相談記録表で記録し、職
員全体に周知徹底し再発防止に努めてまいります。
その他お住まいの区役所及び下記の所においても苦情申し出等ができます。

　　　・電話での苦情・相談
　　　・投書（封書)での苦情・相談

　　・横浜市介護事業指導課
　　　　ＴＥＬ：０４５－６７１－２３５６

　　　・直接口頭での苦情・相談
　　　・声の巣箱（当施設一階正面玄関前に設置）への投函

　　・横浜市戸塚区役所　高齢・障害支援課　介護保険担当
　　　　ＴＥＬ：０４５－８６６－８４５２

当施設には支援相談の専門員として支援相談員が勤務していますので、お気軽にご相談くださ
い。支援相談員が不在の時でも全ての職員が受け付け窓口となります。

１３．要望及び苦情等の相談及び苦情処理体制

介護老人保健施設ソフィア横浜　　ＴＥＬ：０４５－８５４－２２３３



１４．利用料金（1割）

(注：個室の食費・居住費につきましては、特別な室料が含まれています。）

第４段階　 
第３段階②

　 第３段階①

　 第２段階
第１段階

（注：併設クリニック入院時、また退院日に当施設に再び入所した際の食費については、料金を頂きます。）

＜※食費・居住費内訳＞
項目 料金 内容

300 4090 1385 5090 1506 5205

居住費

　　第４段階　　７６７円（２,０６７円）

１日の室料代。（　）内は個室における居住費。
　　第３段階　　３７０円（１,３１０円）
　　第２段階　　３７０円（　４９０円）
　　第１段階　　　　０円（　４９０円）

食費 １日の食事代。（朝）５１０ （昼）１,０９０ （夕）９００

２,５００円

１,３６０円
６５０円
３９０円
３００円

4090 1331 5037 1450 5146
5 1085 1000 1206 1115
4 1031 947 1150 1056 300

(注：上記介護保険対応一割負担分は単位数処理の為、実際の合計額は異なります。）

3 974 888 1087 995
2 904 818 1016 926

300 4090 1274 4978 1387 5085
4090 1204 4908 1316 5016300

＜施設入所負担額（第一段階）＞ （単位：円）

介護度
介護保険対応１割負担分

基本型（日額） 強化型（日額） 日額 基本型（日額）

1 850 769 934 845
部屋 多床室 個室 多床室 個室

300 4090 1150 4859 1234 4935
個室 多床室 個室 多床室 個室多床室

強化型（日額）
※食費・居住費

5 1085 1000 1206 1115
4 1031 947 1150 1056

760 4180 1845 5180 1966 5295
4180 1791 5127 1910 5236760

3 974 888 1087 995
2 904 818 1016 926

760 4180 1734 5068 1847 5175
4180 1664 4998 1776 5106760

＜施設入所負担額（第二段階）＞ （単位：円）

介護度
介護保険対応１割負担分

基本型（日額） 強化型（日額） 日額 基本型（日額）

1 850 769 934 845
部屋 多床室 個室 多床室 個室

760 4180 1610 4949 1694 5025
個室 多床室 個室 多床室 個室多床室

※食費・居住費 合計

6078 2036 61861020

5 1085 1000 1206 1115
4 1031 947 1150 1056

1020 5260 2105 6260 2226 6375
5260 2051 6207 2170 63161020

多床室 個室
1020 5260 1870 6029 1954 6105

個室 多床室 個室 多床室 個室多床室

3 974 888 1087 995
2 904 818 1016 926

1020 5260 1994 6148 2107 6255
5260 1924

5 1085 1000 1206 1115
4 1031 947 1150 1056

3267 7867 4352 8867 4473 8982
7867 4298 8814 4417 89233267

3 974 888 1087 995
2 904 818 1016 926

3267 7867 4241 8755 4354 8862
7867 4171 8685 4283 87933267

1 850 769 934 845
部屋 多床室 個室 多床室 個室

3267 7867 4117 8636 4201 8712
個室 多床室 個室 多床室 個室多床室

介護老人保健施設　ソフィア横浜

利用料のご案内（１割） ２０２４年
４月１日より

＜施設入所標準負担額（第四段階）＞ （単位：円）

介護度
介護保険対応１割負担分

基本型（日額） 強化型（日額） 日額 基本型（日額）
※食費・居住費 合計

強化型（日額）

＜施設入所負担額（第三段階②）＞ （単位：円）

介護度
介護保険対応１割負担分

基本型（日額） 強化型（日額） 日額 基本型（日額）

947 1150 1056

1 850 769 934 845 1730 5970 2580 6739
部屋 多床室 個室 多床室 個室 多床室 個室 多床室 個室 多床室 個室

2936 70856970

2817 6965

2664 6815

※食費・居住費 合計
強化型（日額）

強化型（日額）

1730 5970
1730 5970 2761 6917

2746 6896

＜施設入所負担額（第三段階①）＞ （単位：円）

介護度
介護保険対応１割負担分

基本型（日額） 強化型（日額） 日額 基本型（日額）

1 850

1115 2815

3 974 888 1087 995 1730 5970 2704 6858
4 1031 2880 7026

769 934 845
部屋 多床室 個室

※食費・居住費 合計
強化型（日額）

2 904 818 1016 926 1730 5970 2634 6788

5 1085 1000 1206

合計



１４．利用料金（2割）

(注：個室の食費・居住費につきましては、特別な室料が含まれています。）

１４．利用料金（3割）

(注：個室の食費・居住費につきましては、特別な室料が含まれています。）

居住費 　　第４段階　　７６７円（２,０６７円） １日の室料代。（　）内は個室における居住費。

（注：併設クリニック入院時、また退院日に当施設に再び入所した際の食費については、料金を頂きます。）

5 3255 2998 3618 3345
6715 11035

食費 第４段階                ２,５００円 １日の食事代。（朝）５１０ （昼）１,０９０ （夕）９００

3267 7867 6522 10865 6885 11212
4 3091 2840 3448 3168 3267 7867 6358 10707

(注：上記介護保険対応三割負担分は単位数処理の為、実際の合計額は異なります。）

＜※食費・居住費内訳＞
項目 料金 内容

2920 2663 3261 2985

基本型（日額） 強化型（日額）
部屋 多床室 個室 多床室 個室

3267 7867 6187

5817
個室 多床室

1 2550 2306 2802 2535 3267

個室 多床室 個室 多床室

1893 2299 2112 3267 7867 5328 9760

(注：上記介護保険対応二割負担分は単位数処理の為、実際の合計額は異なります。）

＜※食費・居住費内訳＞

4 2061
2412 2230 3267 7867 5437 9866 5679 100972170 1999

2 1808 1636

5

介護度
介護保険対応１割負担分

基本型（日額） 強化型（日額） 日額 基本型（日額）

居住費 　　第４段階　　７６７円（２,０６７円） １日の室料代。（　）内は個室における居住費。

（注：併設クリニック入院時、また退院日に当施設に再び入所した際の食費については、料金を頂きます。）

利用料のご案内（３割） ２０２４年
４月１日より

＜施設入所標準負担額（第四段階）＞ （単位：円）

介護度
介護保険対応１割負担分

6528 10852

部屋 多床室 多床室

介護老人保健施設　ソフィア横浜

利用料のご案内（２割） ２０２４年
４月１日より

3 1947 1776 2174 1990 3267 7867 5214 9643 5441

個室
1 1700 1538 1868 1690 3267 7867 4967 9405 5135 9557

個室 多床室 個室

＜施設入所標準負担額（第四段階）＞ （単位：円）

強化型（日額）

10643

1851 3267 7867 5075 9503

5566 9979

5298 9718

2776 3267 7867 5978 10321

日額 基本型（日額）

6313
6069 10402

多床室 多床室 個室

2 2711 2454 3046

個室
101737867

105303

9857

介護老人保健施設　ソフィア横浜

項目 料金 内容

食費 第４段階                ２,５００円 １日の食事代。（朝）５１０ （昼）１,０９０ （夕）９００

2031

※食費・居住費 合計

※食費・居住費 合計
強化型（日額）



（Ⅰ）空床情報を地域医療情報連携ネットワークやホームペー
ジ等を通じ、地域の医療機関に定期的に情報を共有してる場
合で、急性期医療を担う医療機関の一般病棟への入院後30日
以内に退院し施設入所後、最初の３０日間のみ加算されます。
（Ⅱ）施設入所後、最初の３０日間のみ加算されます。

サービス提供体制強化加算

リハビリテーションマネジメント
計画書情報加算

短期集中
リハビリテーション実施加算

認知症短期集中
リハビリテーション実施加算

自立支援促進加算

科学的介護推進体制加算

１月につき ３２２円 ６４４円 ９６５円

（Ⅰ）２４円
（Ⅱ）２０円
（Ⅲ）７円

（Ⅰ）４７円
（Ⅱ）３９円
（Ⅲ）１３円

（Ⅰ）７１円
（Ⅱ）５８円
（Ⅲ）２０円

（Ⅰ）介護職員の総数の内、介護福祉士の割合が８０％以上ま
たは、勤続１０年以上介護福祉士３５％以上。かつ質の向上に
資する取り組みを実施する。
（Ⅱ）介護職員の総数の内、介護福祉士の割合が６０％以上
（Ⅲ）看護・介護職員の総数の内、常勤職員の割合が７５％以
上または、介護職員の総数の内、介護福祉士の割合が６０％
以上または、利用者に直接接する職員の総数の内、勤続７年
以上の者の割合が３０％以上

１月につき
（Ⅰ）４３円
（Ⅱ）６５円

（Ⅰ）８６円
（Ⅱ）１２９円

（Ⅰ）１２９円
（Ⅱ）１９３円

（Ⅰ）入所者のADL、栄養状態、口腔機能、認知症の状況、そ
の他の心身状況等に係る基本情報を厚生労働省に提出した
場合に加算されます。
（Ⅱ）（Ⅰ）に加え、疾病の状況や服薬情報等の情報を厚生労
働省に提出した場合に加算されます。

（Ⅰ）７７２円
（Ⅱ）３６８円

（Ⅰ）（Ⅱ）に加え、入所者が退所後生活する居宅又は社会福
祉施設等を訪問し、当該訪問により把握した生活環境を踏まえ
たリハビリテーション計画を作成している場合に加算されます。
（Ⅱ）認知症入所者に入所から３ヶ月間のみ、医師の指示のも
と在宅復帰に向けた回復を目的として実施される短期集中的
な個別リハビリテーションを行った際に加算されます。

１月につき

初期加算

在宅復帰・在宅療養
支援機能加算

料　金 １割 ２割 3割 内　訳

１日につき
（Ⅰ）６５円
（Ⅱ）３３円

（Ⅰ）１２９円
（Ⅱ）６５円

（Ⅰ）１９３円
（Ⅱ）９７円

（Ⅰ）認知症介護に係る専門的な研修を受けた職員が基準を
満たす配置が行えており、施設職員に対し認知症ケアの技術
向上に勉めている場合に加算されます。
（Ⅱ）（Ⅰ）の基準に加え施設全体の認知症ケアの指導等を実
施し、認知症ケアに関する研修計画の作成、実施を行っている
場合に加算されます。

１日につき
（Ⅰ）５５円
（Ⅱ）５５円

（Ⅰ）１１０円
（Ⅱ）１１０円

（Ⅰ）１６４円
（Ⅱ）１６４円

（Ⅰ）基本型の施設が在宅復帰・在宅療養支援機能指標の「加
算型」基準を満たしている場合に加算されます。
（Ⅱ）加算型の施設が在宅復帰・在宅療養支援機能指標の「超
強化型」基準を満たしている場合に加算されます。

１日につき

１日につき ２６円 ５２円 ７８円
夜勤を行う看護・介護職員を規程通り配置した際に加算されま
す。

１日につき ８２円

医師が医学的評価を入所時に行い、６ヶ月に１回見直しを行い
その結果等を厚生労働省に提出。更に多職種が共同して支援
計画を３ヶ月に１回見直しを行った場合に加算されます。

夜勤職員配置加算

認知症ケア加算

認知症専門ケア加算
（Ⅰ）４円
（Ⅱ）５円

（Ⅰ）７円
（Ⅱ）９円

（Ⅰ）１０円
（Ⅱ）１３円

（Ⅰ）５７円
（Ⅱ）３６円

（Ⅰ）１１４円
（Ⅱ）７１円

（Ⅰ）１７１円
（Ⅱ）１０６円

（Ⅰ）（Ⅱ）に加え、口腔衛生管理加算（Ⅱ）及び栄養マネジメン
ト強化加算を算定してる場合に加算されます。
（Ⅱ）医師、リハビリ職員等が共同し、リハビリテーション実施計
画を入所者、または家族に説明した上で継続的にリハビリテー
ションの質を管理、活用し、また内容等の情報を厚生労働省に
提出した場合に加算されます。

１日につき
（Ⅰ）２７７円
（Ⅱ）２１５円

（Ⅰ）５３３円
（Ⅱ）４２９円

（Ⅰ）８３０円
（Ⅱ）６４４円

＜介護保険加算（１～３割）＞                      
項　目

療養食加算

若年性認知症入所者受入加算

安全対策体制加算

栄養マネジメント強化加算

１日につき １２９円 ２５８円

２４５円

認知症により日常生活に支障を来たす様な症状、行動又は意
思疎通の困難さが見られることから介護を必要とする認知症専
門棟で対応を受けている入所者に対して介護保険施設サービ
スを行った場合に加算されます。

若年性認知症入所者に対し、その方の特性やニーズに応じた
サービス提供を行う際に加算されます。

１回

３８６円

１６３円

１日につき

２２円 ４３円 ６５円

事故発⽣防⽌のための指針の整備と事故が発⽣した場合等

における報告、その分析と改善策を従業者に周知徹底する体

制で事故発⽣防⽌のための委員会及び研修の実施、外部研

修を受けた担当者の配置、施設内に安全対策部⾨を設置し、

組織的に安全対策を実施する体制が整備された場合に加算さ
れます。

１日につき １２円 ２４円 ３６円

管理栄養士を一定数以上配置し、低栄養状態のリスクが高い
入所者に対し、医師、管理栄養士、看護師等が共同して栄養
ケア計画をもとに、ミールラウンドを週3回以上実施し、また、入
所者ごとの栄養状態等の情報を厚生労働省に提出した場合に
加算されます。

１食につき ７円 １３円 ２０円
糖尿病食、腎臓病食などの療養食を提供する際に加算されま
す。

（Ⅰ）（Ⅱ）に加え、入所時、及び1月に1回以上ADL等の評価の
行い、その評価結果等の情報を厚生労働省に提出し、必要に
応じリハビリテーション計画を見直している場合に加算されま
す。
（Ⅱ）医師の指示のもと理学療法士、作業療法士により、入所
から３ヶ月以内の期間に集中的なリハビリテーションを実施し
た際に加算されます。

１日につき
（Ⅰ）２５８円
（Ⅱ）１２９円

（Ⅰ）５１５円
（Ⅱ）２５８円

認知症チームケア推進加算 １月につき
（Ⅰ）１６１円
（Ⅱ）１２９円

（Ⅰ）３２２円
（Ⅱ）２５８円

（Ⅰ）４８３円
（Ⅱ）３８６円

（Ⅰ）認知症介護の指導に係る等の専門的な研修を終了した
者を1名以上配置し、日常生活に対する支援が必要な認知症
利用者が半数を占め、個別に行動・心理症状の評価を行い、
チームケアを実施し、カンファレンス、計画の見直し作成が行
われている場合に加算されます。
（Ⅱ）認知症介護に係る専門的な研修を終了した者を1名以上
配置し、日常生活に対する支援が必要な認知症利用者が半数
を占め、個別に行動・心理症状の評価を行い、チームケアを実
施し、カンファレンス、計画の見直し作成が行われている場合
に加算されます。



１日につき ２１５円 ４２９円円 ６４４円円
認知症の症状が悪化し、在宅での生活が困難となり、緊急に
受け入れした際に加算されます。（入所後７日を限度とする。）

褥瘡マネジメント加算

高齢者施設等感染対策向上加算

緊急時施設療養費
緊急時治療管理

１,１１１円 １,６６６円
入所者の病状が重篤となり救命救急医療が必要となる場合に
おいて、緊急的な治療管理を行った場合に加算されます。

（Ⅰ）５１３円
（Ⅱ）１,０２９円

（Ⅰ）７６９円
（Ⅱ）１,５４４円

肺炎、尿路感染症、帯状疱疹又は蜂窩織炎について、投薬、
検査、注射、処置を行った場合に加算されます。（肺炎、尿路
感染症の者については検査を実施した場合に限る）
（Ⅰ）診断及び診断に至った根拠、診断を行った日、実施した
投薬、検査、注射、処置内容を診療録に記載した場合。実施状
況を公表した場合。（１月に１回、１回につき連続する７日間を
限度）
（Ⅱ）（Ⅰ）に加え、医師が感染症対策に関する研修を受講して
いる場合（１月に１回、１回につき連続する１０日間を限度）

地域連携診療計画
情報提供加算

（Ⅰ）２５７円
（Ⅱ）５１５円

地域連携診療計画に係る医療機関から入所者を受け入れた
際、その医療機関に対し、退院した日の翌月までに診療情報
を提供した際に加算されます。

（Ⅰ）４円
（Ⅱ）１４円

（Ⅰ）８５８円
（Ⅱ）２１５円

緊急時施設療養費
特定治療

認知症行動・心理症状
緊急対応加算

施設にてやむを得ない事情により行われるリハビリテーション
や処置等の対応を行った場合に加算されます。

再入所時栄養連携加算

低栄養リスク改善加算

９６５円

経口維持加算

経口移行加算

口腔衛生管理加算

３０円 ６０円 ９０円
経管栄養の者を対象とし、医師の指示により経口移行計画を
作成し、それに基づき栄養管理を行う際に加算されます。

１月につき
（Ⅰ）９７円

（Ⅱ）１１８円
（Ⅰ）１９３円
（Ⅱ）２３６円

（Ⅰ）２９０円
（Ⅱ）３５４円

（Ⅰ）歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が入所者に対し、口
腔ケアを月に２回以上を行った場合に加算されます。
（Ⅱ）（Ⅰ）に加え、口腔衛生等の管理に係る計画の内容等の
情報を厚生労働省に提出し、当該情報その他口腔衛生等の管
理の適切かつ有効に実施するための必要な情報を活用してい
る場合に加算されます。

かかりつけ医連携薬剤調整加算

所定疾患施設療養費

１回

１日

１日につき ２５８円 ５１５円

（Ⅰ）イ３００円
（Ⅰ）ロ１５０円
（Ⅱ）５１５円
（Ⅲ）２１５円

１月につき
（Ⅰ）１１円
（Ⅱ）６円

（Ⅰ）２２円
（Ⅱ）１１円

（Ⅰ）イ４５０円
（Ⅰ）ロ２２５円
（Ⅱ）７７２円
（Ⅲ）３２２円

（Ⅰ）イ　老健医師とかかりつけ医が入所後１ヶ月以内に合意
し、処方方針に従って減薬する取り組みを行った場合で、医師
または薬剤師が高齢者の薬物療法に関する研修を受講し、退
所後１ヶ月以内にかかりつけ医に情報提供を行い、その内容を
診療録に記載した場合で、かつ、入所前に６種類以上の内服
薬が処方されていること。また、入所前の主治医と共同し、療
養上必要な指導を行い、処方内容に変更があった場合には関
係職種間で状態等について共有を行った場合に加算されま
す。
ロ　医師または薬剤師が高齢者の薬物療法に関する研修を受
講し、退所後１ヶ月以内にかかりつけ医に情報提供を行い、そ
の内容を診療録に記載した場合で、入所前に６種類以上の内
服薬が処方され、薬剤の総合的な評価を行い、必要な指導を
行っている。かつ、療養上必要な指導を行い、処方内容に変更
があった場合には関係職種間で状態等について共有を行った
場合に加算されます。
（Ⅱ）（Ⅰ）イまたはロに加え、服薬情報等を厚生労働省に提出
した場合に加算されます。
（Ⅲ）（Ⅱ）に加え、退所時において内服薬の種類が入所時に比
べ1種類以上減少した場合に加算されます。

（Ⅰ）３３円
（Ⅱ）１６円

（Ⅰ）第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生
時等の対応を行う体制を確保し、新興感染症以外の一般的な
感染症の発生時等の対応を取り決める、感染症の発生時等に
連携体制が整っていること。かつ、感染対策向上加算に係る届
出を行った医療機関又は地域の医師会が定期的に行う院内感
染対策に関する研修又は訓練に１年に１回以上参加している
場合に加算されます。
（Ⅱ）感染対策向上加算に係る届出を行った医療機関から３年
に１回以上施設内で感染者が発生した場合の感染制御等に係
る実地指導を受けている場合に加算されます。

６４４円

３２２円 ６４４円 ９６５円
低栄養リスクが「高」の入所者に対し、多職種共同にて栄養管
理の会議を行い、低栄養状態を改善するための栄養ケア計画
を作成。食事の観察を週５回以上行った際に加算されます。

１月につき

６４４円
医療機関に入院し、入院前と大きく異なる栄養管理を要した場
合に、施設と医療機関の管理栄養士が再入所後の栄養管理
に関する調整を行った場合に加算されます。

１回 ２１５円 ４２９円

１回

（Ⅰ）１,２８７円
（Ⅱ）３２２円

（Ⅰ）経口により食事を摂取する方で、摂食機能障害を有し、誤
嚥が認められる入所者に対し、多職種共同にて食事の観察及
び会議等を行い、経口による食事摂取を維持する為に、経口
維持計画を作成し、管理栄養士が栄養管理を行った場合にお
いて加算されます。
（Ⅱ）食事の観察及び会議等に、医師、歯科医師、歯科衛生士
又は言語聴覚士が加わった場合に加算されます。

１日につき

（Ⅰ）４２９円
（Ⅱ）１０８円

　３２２円

（Ⅰ）７円
（Ⅱ）２８円

（Ⅰ）１０円
（Ⅱ）４２円

（Ⅰ）褥瘡発生に係るリスクについて入所時に評価し、その後
定期的な評価を行った場合加算されます。
（Ⅱ）の基準を満たし入所時等の評価の結果、褥瘡リスクがあ
るとされた入所者について、褥瘡の発生がない場合に加算さ
れます。

１月につき

１日につき ５５６円

医療診療報酬点数に１０円乗じた金額

１月につき

（Ⅰ）イ１５０円
（Ⅰ）ロ７５円
（Ⅱ）２５８円
（Ⅲ）１０８円

７７２円

別に厚生労働大臣が定める感染症※に感染した場合に相談
対応、診療、入院調整等を行う医療機関を確保し、かつ、当該
感染症に感染した入所者等に対し、適切な感染対策を行った
場合に加算されます。（１月に１回、連続する５日を限度）

協力医療機関連携加算 １月につき

（1）５４円
*2024年度まで

１０８円

（2）６円

（1）１０８円
*2024年度まで

２１５円

（2）１１円

（1）１６１円
*2024年度まで

３２２円

（2）１６円

（1）診療・相談・緊急時等の受入体制が確保した協力医療機関と、
入所者の現病歴等の情報共有を行う会議を定期的に開催している
場合に加算されます。
（2）協力医療機関と、入所者の現病歴等の情報共有を行う会議を
定期的に開催している場合に加算されます。

新興感染症等施設療養費



ターミナルケアについての同意を頂いた方でお亡くなりになら
れた日以前４～３０日の期間加算されます。

ターミナルケアについての同意を頂いた方でお亡くなりになら
れた日以前３１～４５日の期間加算されます。

１５５円 ２３２円

１７２円

１回 　３２２円 ９６５円
退所時に施設医師が診療に基づき、訪問看護の必要を認め、
入所者の選定する訪問看護ステーション等に対して、訪問看護
指示書を交付した際に加算されます。

ターミナルケア加算
３～２日 ９７６円

ターミナルケアについての同意を頂いた方でお亡くなりになら
れた日に加算されます。

ターミナルケアについての同意を頂いた方でお亡くなりになら
れた日以前２～３日の期間加算されます。

３４３円 ５１５円３０～４日

４５～３１日 ７８円

排泄介助軽減計画を多職種が共同して支援計画を作成し、計
画に沿って支援した場合に加算されます。
（Ⅰ）６ヶ月に１回、評価を行いその結果を厚生労働省に提出し
情報等を活用していること。また、３ヶ月に１回支援計画を見直
した場合。
（Ⅱ）（Ⅰ）の条件を満たし、要介護状態の軽減が見込まれる入
所者について、入所時等と比較して排せつ状況が改善した場
合。
（Ⅲ）（Ⅰ）の条件を満たし、要介護状態の軽減が見込まれる入
所者について、入所時等と比較して排せつ状況が改善するとと
もに、おむつ使用ありから使用なしに改善した場合。

入退所前連携加算

訪問看護指示加算

介護職員処遇改善加算

介護職員等ベースアップ等支援加算

試行的退所時指導加算

外泊時

外泊時
（在宅サービス利用する場合）

１日 ３８８円 ７７６円 １,１６４円

排せつ支援加算
（Ⅰ）１１円
（Ⅱ）１６円
（Ⅲ）２２円

経験・技能のある介護職員等への処遇改善の為、加算されます。
所定単位数×加算率(1.7%）×地域単価(10.72)×自己負担割合

（Ⅰ）２２円
（Ⅱ）３２円
（Ⅲ）４３円

（Ⅰ）３３円
（Ⅱ）４８円
（Ⅲ）６５円

１,９５１円 ２,９２７円

２,０３７円死亡日 ４,０７４円 ６,１１１円

外泊をされた場合に施設サービス費にかえて加算します。１月
に６日を限度に算定されます。（外泊初日と最終日は介護度別
負担分にて算定されます。）

１日 ８５８円 １,７１６円 ２,５７３円
外泊され施設より提供される在宅サービスを利用した場合に加
算されます。また１月に６日を限度とします。（外泊初日と最終
日は介護度別負担分にて算定されます。）

１月につき

退所時情報提供加算

介護職員等の処遇改善の為、加算されます。
所定単位数×加算率(0.8%）×地域単価(10.72)×自己負担割合

　１回

（Ⅰ）入所予定日前３０日以内又は入所後３０日以内に、退所
後に利用を希望する居宅介護支援事業者と連携し、退所後の
居宅サービス等の利用方針を定め、入所期間が１月を超え退
所前に指定居宅介護支援事業者に対し必要な情報を提供した
場合１回加算されます。
（Ⅱ）入所期間が１月を超える入所者に対し、退所前に指定居
宅介護支援事業者に対し必要な情報を提供した場合１回加算
されます。

※⼊所者１⼈につき１回を限度

算定額　2024/5/31まで

介護職員の処遇改善の為、加算されます。
所定単位数×加算率(3.9%）×地域単価(10.72)×自己負担割合

算定額　2024/5/31まで

介護職員等処遇改善加算 算定額　2024/6/1から
介護職員等の処遇改善の為、加算されます。
所定単位数×加算率(2.3-7.5%）×地域単価(10.72)×自己負担割合

退所時栄養情報連携加算 １回 ７５円 １５０円 ２２５円
厚生労働大臣が定める特別食を必要とする入所者、又は低栄
養状態にあると医師が判断した場合、管理栄養士が退所先の
医療機関等に対して情報を提供した場合に加算されます。

介護職員等特定処遇改善加算 算定額　2024/5/31まで

　４２９円 ８５８円 １,２８７円
入所期間が１月を超える入所者に対し、試行的に退所させる場
合、試行的な退所時に退所後の療養上の指導を行なった際に
１回加算されます。

１回
（Ⅰ）５３６円
（Ⅱ）２６８円

（Ⅰ）１,０７２円
（Ⅱ）５３６円

（Ⅰ）１,６０８円
（Ⅱ）８０４円

（Ⅰ）入所期間が１月を超える入所者に対し、居宅へ退所しそ
の主治医に対して診療情報を提供した場合１回加算されます。
（Ⅱ）入所期間が１月を超える入所者に対し、医療機関へ退所
た場合で、診療情報を提供した場合１回加算されます。

１回
（Ⅰ）６４４円
（Ⅱ）４２９円

（Ⅰ）１,２８７円
（Ⅱ）８５８円

（Ⅰ）１,９３０円
（Ⅱ）１,２８７円

６４４円

入所前後訪問指導加算 １回
（Ⅰ）４８３円
（Ⅱ）５１５円

（Ⅰ）９６５円
（Ⅱ）１,０２９円

（Ⅰ）１,４４８円
（Ⅱ）１,５４４円

入所期間が１月を超えると見込まれる入所者に対し、入所予定
日前３０日以内又は入所後７日以内に居宅訪問し、早期退所
に向けた施設サービス計画の策定等を行う際に加算されま
す。
（Ⅰ）退所を目的とした施設サービス計画の策定及び診療方針
の決定を行った場合。
（Ⅱ）退所を目的とした施設サービス計画の策定及び診療方針
の決定にあたり、生活機能の具体的な改善目標を定めると共
に、退所後の生活に関わる支援計画を策定した場合。

生産性向上推進体制加算 １月につき
（Ⅰ）１０８円
（Ⅱ）１１円

（Ⅰ）２１５円
（Ⅱ）２２円

（Ⅰ）３２２円
（Ⅱ）３３円

（Ⅰ）（Ⅱ）の要件を満たし、データにより業務改善の取組による
成果が確認され、見守り機器等のテクノロジーを複数導入して
いる場合に加算されます。
（Ⅱ）生産性向上のための委員会の開催や必要な安全対策を
講じた上で、生産性向上ガイドラインに基づいた改善活動を継
続的に行っていること。また、見守り機器等のテクノロジーを１
つ以上導入し、１年以内ごとに１回、業務改善の取組による効
果を示すデータの提供を行った場合に加算されます。



・寝巻　兼　日常着（クリーニング付レンタル品）

・肌着、靴下（クリーニング付レンタル品）

・バスタオル、フェイスタオル（クリーニング付レンタル品）

・日用品

【オシボリ、ティッシュ、ペーパータオル、綿棒、ハンドクリーム、保湿ローション、口腔ケア用品

　（歯ブラシ＋歯磨き粉、ハミングット、入れ歯洗浄剤＋入れ歯ケースのいずれか）等】

・私物洗濯（水洗い可能な物）

・バスタオル、フェイスタオル（クリーニング付レンタル品）

・日用品

【オシボリ、ティッシュ、ペーパータオル、綿棒、ハンドクリーム、保湿ローション、口腔ケア用品

　（歯ブラシ＋歯磨き粉、ハミングット、入れ歯洗浄剤＋入れ歯ケースのいずれか）等】

・バスタオル、フェイスタオル（クリーニング付レンタル品）

・日用品

【オシボリ、ティッシュ、ペーパータオル、綿棒、ハンドクリーム、保湿ローション、口腔ケア用品

　（歯ブラシ＋歯磨き粉、ハミングット、入れ歯洗浄剤＋入れ歯ケースのいずれか）等】

＜利用料計算方法＞

入所者様毎のサービス内容や経済状態により変動致しますので、詳細についてはお問い合わせください。

種類
＜★別途費用＞

日用品セット（外部委託）

Ａセット
１日８９１円

Ｂセット
１日５７６円

Ｃセット
１日３６７円

(税込み）

概要料金

新聞・雑誌代 実費 希望者のみ（各フロアに共有の新聞・雑誌はご用意しています）

教養娯楽費 １日　１５６円 個々の趣味に合わせた活動や催事等の材料費

おやつ １日　１５６円 １日のおやつ代

理美容代
実費

（２，０００円程度）
散髪を行った場合の費用。希望者のみ

写真代
実費

（１枚５０円程度）
催事等の際に撮り、各フロア掲示やインターネット販売等
希望者のみ注文を受け付けます

特別な飲食代 実費 通常の食事以外で希望により提供する飲食物（牛乳・ヨーグルト等）

{（介護度・割合別）介護保険負担分＋食事代・居住費（負担限度段階別）＋介護保険加算＋別途費用}×利用日数＋各種処遇改善手当加算となります。

特別な催事に供する食事
実費

（１，０７７円程度）
誕生会の際等、四季折々の料理をご用意させていただいております

特別な室料 １日　３，３００円
個室利用の方。一般棟のみ
月額９９，０００円（３０日の場合）

健康診断書
死亡診断書
その他健康診断書・書類等

３，３００円
１１，０００円

実費

病院・施設等用の診断書作成料
死亡診断書作成料
その他（一般書類：実費、民間保険会社用：４，４００円～）の診断書等書類作成料

情報開示請求 実費 事務手数料、複写等の実費

死亡処置費 ２２，０００円 施設利用中に亡くなられた際に死亡処置を行います（寝間着等含む）

健康管理費 実費 インフルエンザ、肺炎等の予防接種費など

★はご入所者様の希望によりかかるサービス費用です。また日用品セットについては、選択が可能です。


